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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をいただい
た株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供措
置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第24回定時株主総会資料
（交付書面省略事項）

　計算書類の「株主資本等変動計算書」
　　　　　　「個別注記表」

第24期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2025年4月1日～2026年3月31日） (単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

2025年4月1日残高 1,838,882 1,858,093 1,858,093 △100,101 △100,101 △2,016 3,594,858
当期変動額

当期純損失(△) △327,961 △327,961 △327,961
自己株式の取得 △90 △90
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － － △327,961 △327,961 △90 △328,051
2026年3月31日残高 1,838,882 1,858,093 1,858,093 △428,063 △428,063 △2,106 3,266,806

純資産合計

2025年4月1日残高 3,594,858
当期変動額

当期純損失(△) △327,961
自己株式の取得 △90
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) －

当期変動額合計 △328,051
2026年3月31日残高 3,266,806

－ 1 －



2026/05/21 17:43:40 / 25300042_株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル_招集通知

個別注記表

建物 15年
工具、器具及び備品 2年～15年

個別注記表
１.重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
(ｲ)満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。
(ﾛ)子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。
(ﾊ)その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しておりま
す。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
(ｲ)商品及び製品、原材料

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し
ております。

(ﾛ)仕掛品
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用してお
ります。

(ﾊ)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法を採用しております。

⑵固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産：定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について

は、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

②無形固定資産：定額法を採用しております。ただし、ソフトウエアについては、自社利用目的のものは社内にお
ける利用可能期間（5年）に基づく定額法、販売目的のものは見込販売数量に基づく償却額と見
込販売可能期間に基づく定額償却額のいずれか大きい額により償却しております。

⑶引当金の計上基準
受注損失引当金：受注契約に係る将来の損失に備えるため、将来損失の発生可能性が高く、かつ当該損失額を合理

的に見積ることが可能な場合は、その見積額を将来損失見込額として計上しております。

－ 2 －
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個別注記表

⑷収益及び費用の計上基準
①製品事業
　製品販売に関する収益は、主として当社のIPコアが組み込まれたLSI製品を、半導体メーカーに製造を委託したう
えで顧客に直送し販売しているものです。当社は注文された製品を顧客に引き渡す履行義務を負っております。当
社は、顧客が製品を検収した時点で履行義務を充足し、収益を認識しており、収益の額は顧客と合意した納入単価
に基づき算定しております。なお、変動対価はありません。
②IPコアライセンス事業

IPコアライセンスに関する収益は、主としてライセンス収入とランニングロイヤリティ収入から構成されます。
(ｲ)ライセンス収入は、当社の保有するIPコアライセンスを使用許諾したことによる対価として得られる収入で

す。許諾する権利の内容に応じて、知的財産を使用する権利に当たるものはライセンス許諾開始時に、知的
財産にアクセスする権利に当たるものはライセンス期間に亘って収益を認識しています。なお、契約に無償
の保守サービスを含む場合には契約額から、独立販売価格に基づいて（独立販売価格が直接的に観察可能で
無い場合は、個々に販売された場合に想定される販売価格に基づいて）複数の契約の取引価格を比率等によ
り算出した額に基づいた額を控除した額で収益の額を算定しております。無償の保守サービスは一定の期間
に亘って履行義務を充足するものであり、期間の経過に応じて収益を計上しており、当該期間のほとんどは
1年であります。また、有償の保守サービスを別途行う場合には、履行義務は当社の作業実施により充足さ
れるため、作業時間実績に基づき収益を認識しております。

(ﾛ)ランニングロイヤリティ収入は、顧客が当社のIPコアを組み込んだ製品を販売する際に、製品出荷個数に応
じて当社が顧客から収受する対価です。ランニングロイヤリティ収入は顧客の製品出荷の発生と履行義務の
充足のいずれか遅い時点で、契約上のロイヤリティ単価及び顧客の製品出荷数量に基づき見込まれる金額を
収益として認識しております。

③プロフェッショナルサービス事業
　プロフェッショナルサービスは、当社の各種IPコアをインテグレーションして顧客のSoCシステム全体を検
討・最適化する設計サービス、自社製品の開発により培ったGPU/ビジョン/AI技術をベースに、顧客の開発して
いる製品に最適化したアルゴリズム開発、ソフトウエア開発からハードウエア開発に至るまでをプロフェッショ
ナルサービスとして提供しているものです。収益は顧客と合意した受注額に基づき算定しており、期間がごく短
い案件を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、履行義務の
充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原
価の割合（インプット法）で算出しております。履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発生した実際
原価の範囲でのみ収益を認識し、期間がごく短い案件については完全に履行義務を充足した時点（顧客の検収時
点）で収益を認識しております。

これらの収益は、通常、履行義務を完全に充足した時点で顧客に対して取引価格を請求しております。その支
払い条件は主として履行義務の充足後1か月であり、重要な金利要素を含んでおりません。

⑸その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

－ 3 －
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個別注記表

有形固定資産の減価償却累計額 211,305千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高
　営業費用 27,000千円

 普通株式 3,152,400株

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普通株式 7,240株 37株 －株 7,277株

２．会計上の見積りに関する注記
該当事項はありません。

３．貸借対照表に関する注記

４．損益計算書に関する注記

５．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

⑶自己株式の種類及び数

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加37株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

－ 4 －
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個別注記表

未払事業税 1,797千円
未払社会保険料 213千円
受注損失引当金 3,127千円
一括償却資産 785千円
投資有価証券評価損 32,113千円
資産除去債務 7,851千円
税務上の繰越欠損金 256,319千円

繰延税金資産小計 302,208千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △256,319千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △45,889千円

評価性引当額小計 △302,208千円
繰延税金資産合計 －千円

（繰延税金負債）
資産除去費用 △2,345千円

繰延税金負債合計 △2,345千円
繰延税金資産（負債）の純額 △2,345千円

貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券 698,682 683,533 △15,148

資産計 698,682 683,533 △15,148

6．税効果会計に関する注記事項
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

7．金融商品に関する注記事項
⑴金融商品の状況に関する事項

当社は、一時的な余資については安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。ま
た、事業運営に係る資金は全額自己資金によっております。
営業債権である売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
有価証券及び投資有価証券については、定期的に発行体から財務状況、信用状況等を把握し、保有状況を継続的に
見直しております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

⑵金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

(注１)現金は注記を省略しており、預金、売掛金及び契約資産、買掛金は、短期間で決済等されるものであるた
め、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

－ 5 －
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個別注記表

区分 当事業年度
（2026年３月31日）

非上場株式 9,487

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 － 683,533 － 683,533

合計 － 683,533 － 683,533

(注２)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：千円）

⑶金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類
しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産
当事業年度（2026年３月31日）

（単位：千円）

(注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券については、相場価格に基づいて評価しておりますが、市場が活発でないためその時価をレベル2の時価
に分類しております。
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個別注記表

IPコアライセン
ス 製品 プロフェッショナ

ルサービス 合計

主要な財又はサービスの
ライン

アミューズメント － 1,951,357 － 1,951,357
ロボティクス・セーフ
ティ 53,943 153,555 74,007 281,506

その他 85,835 114,078 － 199,913
顧客との契約から生じる
収益 139,779 2,218,991 74,007 2,432,778

外部顧客への売上高 139,779 2,218,991 74,007 2,432,778

⑴1株当たり純資産 1,038円69銭
⑵1株当たり当期純損失 △104円28銭

８．収益認識に関する注記
⑴収益の分解

（単位：千円）

⑵収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

⑶当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産および契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権（期首残高）　411,881千円
顧客との契約から生じた債権（期末残高）　475,911千円
契約負債（期首残高）　23,542千円
契約負債（期末残高）　18,579千円
当期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は19,142千円であります。契約負債は
主に保守サービスにおいて履行義務の充足前に受け取った前受金であり、ほとんどは受け取り後1年以内の収益
認識に伴い取り崩されます。過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当事業年度に認識した
収益の額はありません。

②残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以
内の契約及びライセンス契約のうち売上高又は使用量に基づくロイヤリティについては注記の対象に含めており
ません。なお、それ以外の残存履行義務に配分した取引価格には重要性が乏しいため記載を省略しております。

９.１株当たり情報に関する注記
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